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ペ
ー
ジ

条
例
（
議
員
発
議
）

〇
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例�

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
）　
　

一

〇
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例�

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　
　

二

〇
宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

（
議
会
事
務
局
議
事
課
）　
　

五

条

例

　

宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
三
号

　
　
　

�

宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
宮
城
県
」
の
下
に
「
地
域
と
共
生
す
る
」
を
加
え
る
。

　

前
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

地
球
的
な
規
模
で
の
資
源
・
環
境
の
有
限
性
と
い
う
制
約
に
直
面
し
て
い
る
今
日
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
シ
ス
テ
ム
を

今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
構
築
し
て
い
く
の
か
は
、
二
十
一
世
紀
の
地
球
社
会
に
と
っ
て
最
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

我
が
国
を
含
め
た
多
く
の
国
が
西
暦
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
（
温
室
効
果
ガ
ス
の
人
為
的
な

発
生
源
に
よ
る
排
出
量
と
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
の
間
の
均
衡
を
達
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
達
成
す

る
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
お
り
、
石
油
・
石
炭
な
ど
の
化
石
燃
料
の
使
用
を
抑
制
し
て
二
酸
化
炭
素
等
の
温
室
効
果
ガ

ス
の
排
出
量
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
維
持
・
整
備
等
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
源
と
な
る
森
林
や

海
洋
の
保
全
等
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
気
候
の
大
幅
な
変
動
は
、
自
然
災
害
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
地
球
規
模
で
大
き
な
被
害
が
発
生
し
、
本
県
も

そ
の
例
外
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
資
源
を
大
切
に
使
い
な
が
ら
、
環
境
の
保
全
に
十
分
な
注
意
を
払
い
、
地

域
の
持
続
的
発
展
を
可
能
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
目
指
す
取
組
を
通
じ
て
再
生
可
能
な

循
環
型
社
会
へ
の
変
革
を
強
力
に
推
し
進
め
、
社
会
成
長
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

「
地
球
規
模
で
考
え
、
地
域
に
根
ざ
し
て
行
動
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の

導
入
促
進
に
つ
い
て
地
域
住
民
と
事
業
者
等
が
相
互
理
解
を
基
本
に
共
生
し
つ
つ
、
地
域
資
源
の
有
効
活
用
に
努
め
る

こ
と
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
好
な
環
境
を
将
来
に
引
き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
貢
献
し
、
持
続
的
な
発
展
を
可
能
と
す
る
循
環
型
社
会
及

び
脱
炭
素
社
会
を
築
き
上
げ
る
た
め
、
私
た
ち
が
で
き
る
役
割
を
最
大
限
に
自
ら
果
た
す
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例

を
制
定
す
る
。

　

第
一
条
中
「
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
基
本
理
念
を
定
め
」
を
加
え
、「
事
業
者
」
を
「
事
業
者
等
（
営
利
又
は
非

営
利
で
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
、「
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が
可
能

な
社
会
の
構
築
並
び
に
現
在
及
び
将
来
の
県
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
」
を
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
更
な
る

推
進
並
び
に
自
然
環
境
の
保
全
及
び
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
永
続
的
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
基
本
理
念
）

第�

二
条
の
二　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
は
、
関
係
法
令
及
び
こ
の
条
例
の

遵
守
の
下
、
地
域
環
境
等
に
配
慮
し
、
ま
た
、
地
域
特
性
に
適
合
す
る
よ
う
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
は
、
地
域
住
民
へ
の
説
明
及
び
地
域
住
民
と

の
対
話
に
よ
り
十
分
な
理
解
を
得
な
が
ら
、地
域
と
の
共
生
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
県
は
」
の
下
に
「
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）
に
の
っ
と
り
」

を
加
え
る
。

　

第
四
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

�　

市
町
村
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
に
係
る
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

地
域
か
ら
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
県
民
は
」
の
下
に
「
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
」
を
加
え
る
。
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第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
事
業
者
等
の
責
務
）

第�
六
条　

事
業
者
等
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
に
係
る
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
理
念
に
の
っ

と
り
、
地
域
か
ら
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

事
業
者
等
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
積
極
的
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
及
び

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

事
業
者
等
は
、
県
が
実
施
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
促
進
及
び
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
関
す
る
施

策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

４�　

発
電
等
関
連
事
業
者
（
電
力
の
発
電
や
送
電
、
小
売
、
熱
の
生
成
や
供
給
等
の
事
業
に
関
わ
る
者
を
い
う
。）
は
、

そ
の
事
業
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入
拡
大
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
中
「
事
業
者
及
び
民
間
非
営
利
活
動
団
体
そ
の
他
の
民
間
団
体
（
以
下
「
民
間
非
営
利
活
動
団
体
等
」
と
い

う
。）」
を
「
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
県
は
」
の
下
に
「
、
西
暦
二
〇
五
〇
年
ま
で
の
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
を
目
指
し
」
を
加
え
、

同
条
第
三
号
中
「
事
業
者
」
を
「
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
事
業
者
」
を
「
事
業
者
等
」
に
改
め
、「
推
進
の
」
の
下
に
「
効
果
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
民
間
非
営
利
活
動
団
体
等
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
事
業
者
又
は
民
間
非
営
利
活
動
団
体

等
」
を
「
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
事
業
者
」
を
「
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

　

宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次

　

前
文

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条－

第
十
条
）

　

第
二
章　

基
本
的
施
策
（
第
十
一
条－

第
二
十
二
条
）

　

第
三
章　

推
進
体
制
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

　

第
四
章　

普
及
啓
発
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

　

第
五
章　

雑
則
（
第
二
十
七
条－

第
二
十
九
条
）

　

附
則

　

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
平
穏
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
県
民
す
べ
て
の
願
い
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
不
幸
に
し
て
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
を
受
け
、
心
身
へ
の
影
響
や
生
活
へ
の
支
障
を
来
し
た

人
々
に
つ
い
て
、
一
人
ひ
と
り
が
我
が
事
と
し
て
捉
え
、
社
会
全
体
と
し
て
共
有
し
、
課
題
解
決
を
目
指
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
、
県
に
お
い
て
は
、
国
の
法
律
施
行
に
先
駆
け
全
国
初
の
条
例
を
制
定
す
る
な
ど
、
犯
罪
及
び
こ
れ
に
準

ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
に
よ
る
被
害
者
救
済
の
た
め
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

依
然
と
し
て
様
々
な
犯
罪
等
が
後
を
絶
た
ず
多
く
の
人
々
が
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
と
な
っ
て
い
る
。

　

犯
罪
被
害
者
等
の
多
く
は
、
十
分
に
そ
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
支
援
を
受
け
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
社
会
に
お
い
て

孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪
等
に
よ
る
直
接
的
被
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
誹
謗
中
傷
等

に
よ
る
二
次
的
被
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
犯
罪
被
害
者
等
が
、
地
域
社
会
に
お
い
て
再
び
安
全
で
安
心
な
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
国
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
を
は
じ
め
、
関
係
す
る
主
体
が
相
互
に

連
携
し
、
犯
罪
被
害
者
等
に
寄
り
添
っ
た
、
き
め
細
や
か
で
、
実
効
性
あ
る
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
被
害

者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
が
図
ら
れ
る
社
会
の
実
現
の
た
め
の
不
断
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
方
向
性
を
示
し
、
国
、

県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
の
連
携
の
も
と
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
こ
に
条
例
を
制
定
す
る
。

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
目
的
）

第�

一
条　

こ
の
条
例
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
市
町
村
、
県
民
、

事
業
者
及
び
民
間
支
援
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
基
本
と
な
る

事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
犯
罪

被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
の
回
復
又
は
軽
減
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
生
活
の
再
建
を
図
る
こ
と
並
び
に
犯
罪
被
害
者

等
を
社
会
全
体
で
支
え
、
誰
も
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

　

（
定
義
）

第�

二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一　

犯
罪
等　

犯
罪
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
を
い
う
。

　

二　

犯
罪
被
害
者
等　

犯
罪
等
に
よ
り
害
を
被
っ
た
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
を
い
う
。

　

三�　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策　

犯
罪
被
害
者
等
が
、
そ
の
受
け
た
被
害
を
回
復
し
、
又
は
軽
減
し
、
再
び
平

穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
、
及
び
犯
罪
被
害
者
等
が
そ
の
被
害
に
係
る
刑
事
に
関
す
る
手

続
に
適
切
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。

　

四　

再
被
害　

犯
罪
被
害
者
等
が
、
当
該
犯
罪
等
の
加
害
者
か
ら
再
び
被
害
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

　

五�　

二
次
的
被
害　

犯
罪
被
害
者
等
が
、
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
後
に
、
周
囲
の
者
に
よ
る
理
解
又
は
配
慮

に
欠
け
た
言
動
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
誹
謗
中
傷
、
報
道
機
関
に
よ
る
過
剰
な
取
材
等
に
よ

り
、
受
け
る
精
神
的
な
苦
痛
、
身
体
の
不
調
そ
の
他
の
被
害
を
い
う
。

　

六�　

民
間
支
援
団
体　

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
団
体
を
い
う
。）
そ
の
他

の
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
を
主
た
る
目
的
と
し
て
適
切
に
行
う
民
間
の
団
体
を
い
う
。

　

（
基
本
理
念
）

第�

三
条　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
、
犯
罪
被
害
者
等
の
立
場

に
立
っ
て
適
切
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

犯
罪
被
害
者
等
は
、
個
人
と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ
れ
る
権

利
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
。

　

二�　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
の
状
況
及
び
原
因
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置

か
れ
て
い
る
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
再
被
害
及
び
二
次
的
被
害
が
生
じ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
。

　

三�　

犯
罪
被
害
者
等
が
日
常
生
活
を
平
穏
に
営
み
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
人
ひ
と
り
に
寄
り

添
っ
た
必
要
な
支
援
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

　

四�　

国
、
県
、
市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
相
互
の
連
携
及
び
協
力
の
も
と
に
推

進
さ
れ
る
こ
と
。

　

（
県
の
責
務
）

第�

四
条　

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）
に
の
っ
と
り
、
国
、
市
町
村
そ
の
他

の
関
係
行
政
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２�　

県
は
、
市
町
村
が
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
の

提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
市
町
村
の
責
務
）

第�

五
条　

市
町
村
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
、
県
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
と
の
適
切
な

役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等

の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
県
民
の
責
務
）

第�

六
条　

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の

施
策
の
推
進
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
再
被
害
及
び
二
次
的
被
害
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
事
業
者
の
責
務
）

第�

七
条　

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め

の
施
策
の
推
進
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
県
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
民
間
支
援
団
体
の
責
務
）

第�

八
条　

民
間
支
援
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
犯
罪
被
害
者
等

の
た
め
の
施
策
の
推
進
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び

経
験
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

　

（
犯
罪
被
害
者
等
支
援
計
画
）

第�

九
条　

知
事
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た

め
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
計
画
（
以
下
「
支
援
計
画
」
と
い
う
。）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

支
援
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
基
本
的
な
考
え
方

　

二　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
係
る
役
割
分
担
及
び
連
携
に
関
す
る
事
項

　

三　

犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
係
る
具
体
的
な
取
組

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３�　

知
事
は
、
支
援
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

知
事
は
、
支
援
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

前
二
項
の
規
定
は
、
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
財
政
上
の
措
置
）

第�

十
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



号外第25号　令和５年10月11日　水曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　

第
二
章　

基
本
的
施
策

　

（
相
談
及
び
情
報
の
提
供
等
）

第�
十
一
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
日
常
生
活
を
平
穏
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等

が
直
面
し
て
い
る
各
般
の
問
題
に
係
る
相
談
へ
の
対
応
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援

に
精
通
し
て
い
る
者
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
安
全
の
確
保
）

第�

十
二
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
更
な
る
犯
罪
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
し
、
そ
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
、
一
時
保
護
、
施
設
へ
の
入
所
に
よ
る
保
護
、
防
犯
に
係
る
指
導
、
犯
罪
被
害
者
等
が
そ
の
被
害
に
係
る
刑

事
に
関
す
る
手
続
に
証
人
等
と
し
て
関
与
す
る
場
合
に
お
け
る
特
別
措
置
、
犯
罪
被
害
者
等
に
係
る
個
人
情
報
の
適

切
な
取
扱
い
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２�　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
、
そ
の
被
害
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
公
判
等
の
過
程
に
お
い
て
、
名
誉
、

生
活
の
平
穏
、
犯
罪
被
害
者
等
の
人
権
等
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
、
犯
罪
被
害
者
等
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
、

犯
罪
被
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
訓
練
及
び
啓
発
、

専
門
的
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
職
員
等
の
配
置
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
居
住
の
安
定
）

第�

十
三
条　

県
は
、
犯
罪
等
に
よ
り
従
前
の
住
居
に
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
等
の
居
住
の
安
定

を
図
り
、
並
び
に
再
被
害
及
び
二
次
的
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
の
一
時
的
な
利
用
の
た
め
の
住
居

の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
雇
用
の
安
定
）

第�

十
四
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
雇
用
の
安
定
を
図
り
、
並
び
に
再
被
害
及
び
二
次
的
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

事
業
者
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
犯
罪
被
害
者
等
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
啓
発
を
行
う
こ
と
。

　

二�　

犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
、自
ら
の
雇
用
を
守
る
た
め
に
活
用
で
き
る
制
度
の
理
解
を
深
め
る
啓
発
を
行
う
こ
と
。

　

（
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す
る
支
援
）

第�

十
五
条　

県
は
、
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
の
適
切
か
つ
円
滑
な
実
現
を
図
る
た
め
、
犯
罪
被

害
者
等
の
行
う
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
、
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
被
害
に
係
る
刑
事
に
関

す
る
手
続
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
た
め
の
制
度
の
拡
充
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
経
済
的
負
担
の
軽
減
）

第�

十
六
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け
た
被
害
に
よ
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対

す
る
経
済
的
な
助
成
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

第�

十
七
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
が
心
理
的
外
傷
そ
の
他
犯
罪
等
に
よ
り
心
身
に
受
け
た
影
響
か
ら
の
回
復
を
図
る

た
め
、
そ
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要

な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
民
間
支
援
団
体
等
に
対
す
る
支
援
）

第�

十
八
条　

県
は
、
民
間
支
援
団
体
そ
の
他
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
を
行
う
者
が
適
切
か
つ
効
果
的
に
犯
罪
被
害
者
等

の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
県
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
情
報
の
提

供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
人
材
の
育
成
）

第�

十
九
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
、
助
言
及
び
日
常
生
活
の
支
援
等
を

担
う
従
事
者
を
育
成
す
る
た
め
の
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
施
）

第�

二
十
条　

県
は
、
学
校
の
設
置
者
等
と
連
携
し
、
児
童
、
生
徒
、
学
生
等
に
対
し
て
犯
罪
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い

る
状
況
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
必
要
性
並
び
に
再
被
害
及
び
二
次
的
被
害
の
防
止
の
重
要
性
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
）

第�

二
十
一
条　

県
は
、
自
ら
被
害
を
訴
え
る
こ
と
が
困
難
で
被
害
が
潜
在
化
し
や
す
い
犯
罪
被
害
者
等
で
あ
る
子
ど

も
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
、
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
る
被
害
者
等
が
、
被
害
を
認
識

し
、
被
害
に
応
じ
た
相
談
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
体
制
の
確
立
、
支
援
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
、
わ
か
り
や

す
い
広
報
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
県
民
が
県
外
で
発
生
し
た
犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た
場
合
等
の
支
援
）

第�

二
十
二
条　

県
は
、
県
民
が
県
外
（
国
外
を
含
む
。）
で
発
生
し
た
犯
罪
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
国
、

市
町
村
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
、
民
間
支
援
団
体
等
と
連
携
し
て
、
当
該
犯
罪
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
が
直
面

し
て
い
る
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
又
は
居
住
し
て
い
な
い
者
が
県
内
で
発
生
し
た
犯
罪
等
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
場
合
に
準
用
す
る
。

　
　
　

第
三
章　

推
進
体
制

　

（
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
審
議
会
の
設
置
）

第�

二
十
三
条　

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
支
援
計
画
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
重
要
事
項
を
審
議

す
る
た
め
、
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
審
議
会
（
以
下
「
支
援
審
議
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。
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２　

支
援
審
議
会
は
、
知
事
が
任
命
す
る
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

３�　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

支
援
審
議
会
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

６　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
支
援
審
議
会
を
代
表
す
る
。

７　

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
会
長
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

８�　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
支
援
審
議
会
に
諮
り
定

め
る
。

　

（
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
連
絡
協
議
会
の
設
置
）

第�

二
十
四
条　

県
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
及
び
具
体
的
な
事
業
を
総
合
的
か
つ

効
果
的
に
調
整
す
る
た
め
、
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
連
絡
協
議
会
（
以
下
「
支
援
連
絡
協
議
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

２　

支
援
連
絡
協
議
会
は
、
関
係
行
政
機
関
及
び
民
間
支
援
団
体
等
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

　
　
　

第
四
章　

普
及
啓
発

　

（
普
及
啓
発
）

第�

二
十
五
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
推
進
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
広
く
県
民
の
理
解
を
得
る
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
県
民
の
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
へ
の
参
画
を
促
進
す
る
た
め
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

２　

犯
罪
被
害
者
等
支
援
関
連
の
週
間
は
、
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
一
日
ま
で
と
す
る
。

　

（
調
査
研
究
）

第�

二
十
六
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
し
必
要
な
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
の
普
及
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　

第
五
章　

雑
則

　

（
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
）

第�

二
十
七
条　

県
は
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
に
お
け
る
個
人
情
報
の
重
要
性
を
認
識
し
、
犯
罪
被
害
者
等
及
び
そ
の
関

係
者
の
個
人
情
報
を
適
切
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
年
次
報
告
及
び
公
表
）

第�

二
十
八
条　

知
事
は
、
毎
年
度
、
支
援
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
た
犯
罪
被
害
者
等
の
た
め
の
施
策
の
取
組
状
況
に
つ

い
て
、
議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第�

二
十
九
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
県
が
別
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
て
い
る

犯
罪
被
害
者
支
援
推
進
計
画
は
、
改
正
後
の
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た

支
援
計
画
と
み
な
す
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３�　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

別
表
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
審
議
会
の
委
員
の
項
中
「
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
審
議
会
」
を
「
宮
城
県
犯
罪

被
害
者
等
支
援
審
議
会
」
に
改
め
る
。

�

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
五
号

　
　
　

�

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
委
員
会
開
催
の
特
例
）

第�

十
四
条
の
二　

委
員
長
は
、
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
又
は
育
児
、
介
護
等
の
や

む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す
る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。）
に
よ
り
委
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２�　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
は
、
委
員
会
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
出
席
を
希
望
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
委
員
会
の
開
催
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。

　

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２�　

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
の
許
可
を
得
て
委
員
会
に
出
席
し
た
委
員
は
、
前
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第

二
十
八
条
第
一
項
の
出
席
委
員
と
す
る
。

　

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４�　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
催
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
委

員
会
は
、
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

第
二
十
条
中
「
嘱
託
を
受
け
た
者
」
の
下
に
「（
以
下
「
説
明
者
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２�　

第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
説
明
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
委
員
が
」

と
あ
る
の
は
「
説
明
者
が
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
委
員
は
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
者
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
参
考
人
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
の
規
定
を
」
を
「
第
十
四
条
の
二
及
び
前
三
条
の
規
定
は
、

参
考
人
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
又

は
育
児
、
介
護
等
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
委
員
会
を
招
集
す
る
場
所
に
参
集
す
る
こ
と
が
困
難
な
委
員
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
委
員
は
」
と
あ
る
の
は
「
参

考
人
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２�　

県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

�　

第
六
条
第
五
項
中
「
出
席
し
た
と
き
」
の
下
に
「（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認

識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
出
席
し
た
と
き
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。


